
  
○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
） 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
） 

第
十
四
条 

法
第
七
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通

信
役
務
（
卸
電
気
通
信
役
務
を
含
む
。
）
と
す
る
。  

一 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令

第
三
十
号
）
第
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第

二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
イ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
設
置
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
（
手
動
に
よ
り
通
信
の
交
換
を
行
う
も
の
及
び
公
衆
電
話
機
を
用
い
て
提

供
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定

の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務 

ア
ナ
ロ
グ
電

話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
対
応
す
る
部
分
に
係
る
も
の 

ロ 

（
略
） 

ハ 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
緊
急
通
報 

警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は

消
防
機
関
へ
の
緊
急
通
報
に
係
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

第
一
種
公
衆
電
話
機
（
社
会
生
活
上
の
安
全
及
び
戸
外
で
の
最
低
限
の
通
信
手
段

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
市
街
地
（
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
集
中
地
区

を
い
う
。
）
に
お
い
て
は
お
お
む
ね
五
百
メ
ー
ト
ル
四
方
に
一
台
、
そ
れ
以
外
の
地
域

（
世
帯
又
は
事
業
所
が
存
在
す
る
地
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
お
お
む
ね
一
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
四
方
に
一
台
の
基
準
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
公
衆
電
話
機
を
い
う
。
以
下
同 

じ
。
）
を
設
置
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該

当
す
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
手
動
に
よ
り
通
信
の
交
換
を
行
う
も
の
を

除
く
。
） 

イ 

第
一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
市
内
通
信 

第
一
種
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
す
る

通
信
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種
公
衆
電
話
機
が
設
置
さ
れ
る
単
位
料
金
区
域
と
同

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
） 

第
十
四
条 

（
同
上
） 

  

一 

（
同
上
） 

      
 

イ 

（
同
上
） 

    
 

ロ 

（
同
上
） 

 
 

ハ 

（
同
上
） 

  

二 

（
同
上
） 

        
 

イ 

（
同
上
） 

 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文 

別紙３ 

1



 

一
の
単
位
料
金
区
域
の
内
に
設
置
さ
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接

続
さ
れ
る
端
末
設
備
又
は
無
線
呼
出
し
の
役
務
に
係
る
相
互
接
続
点
に
着
信
す
る

通
信
に
係
る
も
の 

ロ 
（
略
） 

ハ 

第
一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
緊
急
通
報 

警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消

防
機
関
へ
の
緊
急
通
報
に
係
る
も
の 

三 

第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
事
業
用
電

気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ

ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
第
九

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の

用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
提
供
す
る

音
声
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

（
当
該
設
備
に
係
る
回
線
の
す
べ
て
の
区
間
が
光
信
号
伝
送
用
で
あ
る
も
の
（
共

同
住
宅
等
内
に
Ｖ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
も
の
を
含

む
。
）
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務 

イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
対

応
す
る
部
分
に
係
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
が
そ
の
他
の
電
気
通
信
役
務
と

併
せ
て
一
の
種
類
の
電
気
通
信
役
務
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、

当
該
一
の
種
類
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
大
部
分
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
で

提
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
一
の
種
類
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
を
含

み
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
種
類
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。

以
下
「
光
電
話
役
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の 

（１） 

基
本
料
金
（
利
用
者
が
電
気
通
信
役
務
の
利
用
の
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
支
払

 
 

を
要
す
る
一
月
当
た
り
の
料
金
（
付
加
的
な
機
能
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に

 

類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
（
当
該
光
電
話
役
務
の

契
約
に
お
い
て
、
当
該
光
電
話
役
務
以
外
の
役
務
の
契
約
（
以
下
「
他
の
役
務

契
約
」
と
い
う
。
）
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
他
の
役
務
契
約

に
よ
り
利
用
者
が
支
払
う
こ
と
と
な
る
基
本
料
金
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。
）

    
 

ロ 

（
同
上
） 

 
 

ハ 

（
同
上
） 
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が
、
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
（
適
格
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す

る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
住
宅
用
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
（
施
設
設
置
負
担

金
（
電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
承
諾
す
る
際
に
利
用
者
か

ら
交
付
を
受
け
る
金
銭
を
い
う
。
）
の
支
払
を
要
し
な
い
契
約
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
基
本
料
金
（
以
下
「
月
額
住
宅
用
基
本
料
金
」
と
い
う
。
）
の
最
高
額

を
超
え
な
い
額
で
提
供
さ
れ
る
も
の 

(2) 

地
方
公
共
団
体
（
地
方
公
共
団
体
が
出
資
す
る
法
人
を
含
む
。
）
が
所
有
す 

る
電
気
通
信
設
備
に
長
期
か
つ
安
定
的
な
使
用
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
提

供
さ
れ
る
光
電
話
役
務
で
あ
つ
て
、
(1)
に
規
定
す
る
基
本
料
金
の
額
が
、
月 

額
住
宅
用
基
本
料
金
の
最
高
額
に
当
該
額
の
一
割
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額

未
満
で
提
供
さ
れ
る
も
の 

(3) 
 

光
電
話
役
務
の
提
供
区
域
に
お
け
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が 

提
供
す
る
他
の
役
務
に
係
る
事
情
、
提
供
の
方
法
等
か
ら
み
て
(1)
又
は
(2)
に
規

定
す
る
光
電
話
役
務
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
別
に
告
示
で
定
め
る
も
の 

ロ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

（
イ
に
該
当
す
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
緊
急
通
報 

警

察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
へ
の
緊
急
通
報
に
係
る
も
の
（
イ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
方
法
等
の
報
告
） 

第
十
四
条
の
二 

前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通

信
事
業
者
は
、
利
用
者
が
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
当
該

電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が
提
供
す
る
他
の
役
務
に
係
る
契
約
が
必
要
と
な
る
場
合

は
、
様
式
第
十
二
の
六
に
よ
り
、
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
方
法
、
提
供

を
行
う
区
域
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
の
二
第
二

項
並
び
に
様
式
第
十
二
の
六
及
び
様
式
第
十
五
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
市
町
村
の

一
部
を
単
位
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村
の
一
部
の
区

域
）
等
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
方
法
、
提
供
を
行
う
区
域
等
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 
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 （
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
約
款
の
届
出
）  

第
十
五
条 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
実

施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
三
の
届
出
書
に
、
契
約
約
款
（
変
更
の
届
出
の

場
合
は
、
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
） 

第
十
七
条 

法
第
十
九
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
料
金

の
減
免
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
通
信
に
係
る
料
金
の
減
免
と
す
る
。 

 

一
～
六
（
略
） 

  

（
通
信
量
等
の
記
録
方
法
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

   

（
契
約
約
款
等
の
公
表
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

 

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
） 

第
二
十
二
条
の
二 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
（
当
該
基

礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
が
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
電
気
通
信
事
業
に
係

る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
第
十
四
条
第
三
号
に

規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条

第
一
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
い
ず
れ
か
を
提
供
す
れ
ば
足
り
る

こ
と
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の

提
供
を
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
代
え
て
同
条
第
三
号
に
規
定

す
る
電
気
通
信
役
務
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
十
五
の
二
に
よ
り
、

 

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
約
款
の
届
出
）  

第
十
五
条 

（
同
上
） 

    

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
） 

第
十
七
条 

（
同
上
） 

 

一
～
六
（
同
上
） 

  

（
通
信
量
等
の
記
録
方
法
） 

第
二
十
条
の
二 

（
同
上
） 

 

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で 

削
除 

 

（
契
約
約
款
等
の
公
表
） 

第
二
十
二
条
の
二 

（
同
上
） 
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そ
の
提
供
を
行
う
区
域
（
市
町
村
又
は
市
町
村
の
一
部
を
単
位
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村
の
一
部
の
区
域
）
等
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
の
日

よ
り
相
当
の
期
間
前
ま
で
に
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
電
気
通
信
役

務
の
提
供
を
行
う
区
域
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
）  

第
二
十
七
条
の
二 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。  

一 

（
略
） 

二 

電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換

設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信

設
備
を
除
く
。） 

イ
～
ロ 

（
略
） 

ハ 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

ニ 

（
略
） 

 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
） 

第
二
十
七
条
の
五 

法
第
四
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
の
二
の
届
出
書
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す

る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限

り
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
除
く
。） 

イ
～
ホ 

（
略
） 

  

 

  

（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
）  

第
二
十
七
条
の
二 

（
同
上
） 

 

一 

（
同
上
） 

二 

（
同
上
） 

  

イ
～
ロ 

（
同
上
） 

ハ 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則 

（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第

八
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
音
声

伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

ニ 

（
同
上
） 

 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
） 

第
二
十
七
条
の
五 

（
同
上
） 

   
一 

（
同
上
） 

二 
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

イ
～
ホ 

（
同
上
） 
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三
～
八 

（
略
） 

九 
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備 

イ 
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号 

イ
、
ロ
、
ハ
、
ヘ
、
ソ
及
び
ヰ
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

ロ
～
ホ 
（
略
） 

ヘ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
お
け
る
総
合
品
質
に
関
す
る
基

準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書 

ト 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
に

関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書 

チ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
お
け
る
安
定
品
質
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書 

リ 

そ
の
他
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料 

 

（
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
の
申
請
様
式
等
）  

第
四
十
条
の
三 

法
第
百
八
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者

は
、
様
式
第
三
十
八
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

様
式
第
三
十
八
の
二
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
関
す
る
収
支
の

状
況
を
示
す
表
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
」
と
い

う
。
）  

二 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
適
正
な
作
成
を
職
業
的
に
資
格
の
あ
る
会
計
監

査
人
が
証
明
し
た
こ
と
を
示
す
書
類 

三 
 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
を
作
成
す
る
際
に
用
い
た
収
益
及
び
費
用
の
配
賦

の
基
準
を
記
載
し
た
書
類 

四
～
五 

（
略
） 

 

（
緊
急
通
報
の
通
信
回
数
） 

第
四
十
条
の
四
の
二 

総
務
大
臣
は
、
各
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
第
十
四
条
第
一

号
ハ
、
第
二
号
ハ
及
び
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
通
信

回
数
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
に
対
し
、
必
要
な
資
料
又
は
情
報
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

三
～
八 

（
同
上
） 

九 

（
同
上
） 

イ 

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号 

イ
、
ロ
、
ハ
、
ヘ
、
レ
及
び
ヰ
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

ロ
～
ホ 

（
同
上
） 

      

ヘ 

そ
の
他
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料 

 

（
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
の
申
請
様
式
等
）  

第
四
十
条
の
三 

（
同
上
） 

  

一 

（
同
上
） 

  二 

（
同
上
） 

 

三 

（
同
上
） 

 
四
～
五 

（
同
上
） 

 

（
緊
急
通
報
の
通
信
回
数
） 

第
四
十
条
の
四
の
二 

総
務
大
臣
は
、
各
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
第
十
四
条
第
一

号
ハ
及
び
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
通
信
回
数
に
つ
い

て
、
関
係
機
関
に
対
し
、
必
要
な
資
料
又
は
情
報
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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る
。 

２ 
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
関
係
機
関
か
ら
必
要
な
資
料
又
は
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と

き
は
、
年
度
経
過
後
三
月
以
内
を
期
限
と
し
て
、
当
該
資
料
又
は
情
報
を
当
該
適
格
電

気
通
信
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
書
類
等
の
提
出
）  

第
四
十
条
の
五 

適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
基
礎

的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
並
び
に
第
四
十
条
の
三
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
業
務
区
域
の
範
囲
の
基
準
）  

第
四
十
条
の
六 

法
第
百
八
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
申
請
に
係
る
基
礎

的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
の
範
囲
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
礎
的

電
気
通
信
役
務
の
内
容
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。  

一 

第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務 

第
十
四
条
第

一
号
又
は
第
三
号
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務

区
域
が
存
在
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
（
電
気
通
信
役
務

の
利
用
状
況
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
が

別
に
指
定
す
る
区
域
。
以
下
こ
の
条
及
び
様
式
第
三
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け

る
す
べ
て
の
世
帯
数
に
占
め
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
に
お
け
る
第
十

四
条
第
一
号
又
は
第
三
号
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
い
ず
れ
か
を
提
供
す
る
こ
と

が
可
能
な
世
帯
数
の
割
合
が
百
分
の
百
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
五
条
第

一
項
で
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

（
略
） 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
関
係
機
関
か
ら
必
要
な
資
料
又
は
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と

き
は
、
年
度
経
過
後
三
月
以
内
を
期
限
と
し
て
、
当
該
資
料
又
は
情
報
を
当
該
適
格
電

気
通
信
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
書
類
等
の
提
出
）  

第
四
十
条
の
五 

（
同
上
） 

   

（
業
務
区
域
の
範
囲
の
基
準
）  

第
四
十
条
の
六 

法
第
百
八
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
申
請
に
係
る
基
礎

的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
の
範
囲
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
礎
的

電
気
通
信
役
務
の
内
容
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。  

一 

第
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務 

当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役

務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
が
存
在
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
、

当
該
都
道
府
県
の
区
域
（
電
気
通
信
役
務
の
利
用
状
況
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
区
域
。
以
下
こ
の
条
及
び

様
式
第
三
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
す
べ
て
の
世
帯
数
に
占
め
る
当
該
電
気

通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
に
お
け
る
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
こ
と

が
可
能
な
世
帯
数
の
割
合
が
百
分
の
百
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
五
条
第

一
項
で
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

 

二 

（
同
上
） 
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様式第１２の６（第１４条の２関係） 

 

基礎的電気通信役務提供方法等報告書 

年 月 日 

総務大臣 殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電気通信事業法施行規則第１４条第３号に規定する基礎的電気通信役務の方法、提供を行う区域等について、電気通信事

業法第１６６条第１項及び電気通信事業法施行規則第１４条の２の規定により、報告します。 

 

実施期日  

電気通信事業法施行規則第１４条第３号に規定する基礎的電

気通信役務の提供の方法 

 

予定している基本料金の額  

提供（変更）を行う区域  

その他参考となる事項  

 

注１ 電気通信事業法施行規則第１４条第３号に規定する基礎的電気通信役務の提供の方法については、同号イのうち、 

（１）、（２）又は（３）のいずれによるものかを記載するとともに、当該基礎的電気通信役務を提供しようとする 

電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合の当該電気通信事業者以外の者の氏名又 

は名称を記載すること。 

２ 予定している基本料金の額については、電気通信事業法施行規則第１４条第３号に規定する基礎的電気通信役務 

について記載すること。 

 ３ 提供区域については、都道府県全域を提供区域とする場合以外は、市町村を単位として記載することとし、市町

村の一部を単位とする場合は、字名等を記載すること。 

４ 参考となる資料があれば添付すること。 

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

郵便番号  

（ ふ り が な ） 

住   所 

 

（ ふ り が な ）

氏   名 

 

（自筆で記入したときは押印を省略できる。法人に 

あつては、名称及び代表者の氏名を記入すること

とし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省

略できる。）   

連 絡 先 （連絡のとれる電話番号等を記載すること。担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載す 

ること。） 

印
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様式第１５の２（第２２条の２第２項関係） 

 

基礎的電気通信役務提供区域等報告書 

年 月 日 

総務大臣 殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電気通信事業法第２５条第１項の基礎的電気通信役務の提供を電気通信事業法施行規則第１４条第１号に規定する電気通

信役務に代えて同条第３号に規定する電気通信役務により提供する区域等について、電気通信事業法第１６６条第１項及び電

気通信事業法施行規則第２２条の２第２項の規定により、報告します。 

 

実施期日  

電気通信事業法施行規則第１４条第３号に規定する電気通信役

務により提供する区域 

 

その他参考となる事項  

 

注１ 提供区域については、都道府県全域を提供区域とする場合以外は、市町村を単位として記載することとし、市町 

村の一部を単位とする場合は、字名等を記載すること。 

２ 参考となる資料があれば添付すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

郵便番号  

（ ふ り が な ）

住   所 

 

（ ふ り が な ）

氏   名 

 

（自筆で記入したときは押印を省略できる。法人に 

あつては、名称及び代表者の氏名を記入すること

とし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省

略できる。）   

連 絡 先 （連絡のとれる電話番号等を記載すること。担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載す 

ること。） 

印
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様式第３８（第４０条の３、第４０条の６第１号関係） 
 

適格電気通信事業者指定申請書 
年  月  日  

総務大臣 殿 
郵便番号 
（ふりがな） 
住  所 
（ふりがな） 
氏  名 （自筆で記入したときは、押印を省略できる。法 

人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載す 
ることとし、代表者が自筆で記入したときは、 
押印を省略できる。）                     印 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
連絡先 （連絡のとれる電話番号等を記載すること。担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載する 
こと。） 

 
 
電気通信事業法第１０８条第１項の規定により、適格電気通信事業者の指定を受けたいので、次のとお

り申請します。 
１～２ （略） 
３ 第１４条第１号に掲げる基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲 

 
都道府県名 

当該都道府県の区域におけるすべての世帯数に占める当該申請者の業務区域におけ

る第１４条第１号に掲げる基礎的電気通信役務を提供することが可能な世帯数の割

合 
 ％ 

 
 

様式第３８（第４０条の３、第４０条の６第１号関係） 
 

適格電気通信事業者指定申請書 
年  月  日 

総務大臣 殿 
郵便番号 
（ふりがな） 
住  所 
（ふりがな） 
氏  名 （自筆で記入したときは、押印を省略できる。法 

人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載す 
ることとし、代表者が自筆で記入したときは、 
押印を省略できる。）                     印 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
連絡先 （連絡のとれる電話番号等を記載すること。担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載する 
こと。） 

 
 

電気通信事業法第１０８条第１項の規定により、適格電気通信事業者の指定を受けたいので、次のとお

り申請します。 
１～２ （略） 
３ 第１４条第１号及び第３号に掲げる基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲 

 
都道府県名 

当該都道府県の区域におけるすべての世帯数に占める当該申請者の業務区域におけ

る第１４条第１号又は第３号に掲げる基礎的電気通信役務を提供することが可能な

世帯数の割合 
 ％
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様式第３８の２（第４０条の３第１号、第４０条の４第１項関係） 
基礎的電気通信役務収支表 

事業者名      
年 月 日から 
年 月 日まで 
（単位  円） 

第１表 第１４条第１号及び第２号に掲げるもの 

役務の細目 

営

業

収

益

営業費用 

営業 

利益 
摘要 うち設備管理

部門費用 

うち設備利用

部門費用 

1  第１４

条第１号

に掲げる

もの 

(1) 同号イに掲げるもの      

(2) 同号ロに掲げるもの      

(3) 同号ハに掲げるもの      

小 計      

２ 第１４

条第２号

に掲げる

もの 

(1) 同号イに掲げるもの      

(2) 同号ロに掲げるもの      

(3) 同号ハに掲げるもの      

小 計      

 合 計  

 注１ 法第１０８条第１項の指定を受けようとする電気通信事業者がこの表を作成する場合には、次に掲 
げる営業収益、営業費用及び営業利益を含めないものとする。 
（１） 第１４条第１号ロ並びに第２号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務に係るもののうち、 

当該電気通信事業者が設置する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通 
信役務の提供を受ける契約に関して他の電気通信事業者が負担した額、通信量及び単価に係る 
もの 

       （２） 第１４条第１号ハ及び第２号ハに規定する基礎的電気通信役務に係るもの 
  注２～４ （略） 

第２表 交付金等

様式第３８の２（第４０条の３第１号、第４０条の４第１項関係） 
基礎的電気通信役務収支表 

事業者名      
年 月 日から 
年 月 日まで 
（単位  円） 

第１表 第１４条第１号から第３号までに掲げるもの 

役務の細目 

営

業

収

益 

営業費用 
営業

利益
摘要

 うち設備管理

部門費用 

うち設備利用

部門費用 

  

１ 第１４

条第１号

に掲げる

もの 

(1) 同号イに掲げるもの       

(2) 同号ロに掲げるもの       

(3) 同号ハに掲げるもの       

小 計       

２ 第１４

条第２号

に掲げる

もの 

(1) 同号イに掲げるもの       

(2) 同号ロに掲げるもの       

(3) 同号ハに掲げるもの       

小 計       

３ 第１４

条第３号

に掲げる

もの 

(1) 同号イに掲げるもの       

(2) 同号ロに掲げるもの       

小 計 
      

合 計  

注１ 法第１０８条第１項の指定を受けようとする電気通信事業者がこの表を作成する場合には、次に 
掲げる営業収益、営業費用及び営業利益を含めないものとする。 

（１） 第１４条第１号ロ並びに第２号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務に係るもののうち、 
当該電気通信事業者が設置する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気 
通信役務の提供を受ける契約に関して他の電気通信事業者が負担した額、通信量及び単価に係 
るもの 

（２） 第１４条第１号ハ、第２号ハ及び第３号ロに規定する基礎的電気通信役務に係るもの 

注２～４ （略） 

 第２表 交付金等 
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○
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
） 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備 

第
一
節 

電
気
通
信
回
線
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策 

第
一
款 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
等
（
第
三
条
の
二
―
第
十
六
条
） 

第
二
款 

そ
の
他
の
電
気
通
信
回
線
設
備
（
第
十
六
条
の
二
―
第
十
六
条
の
六
）

第
二
節 

秘
密
の
保
持
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
） 

第
三
節 

他
の
電
気
通
信
設
備
の
損
傷
又
は
機
能
の
障
害
の
防
止
（
第
十
九
条
―
第

二
十
二
条
） 

第
四
節 

他
の
電
気
通
信
設
備
と
の
責
任
の
分
界
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
）

第
五
節 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備 

第
一
款 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
五
条
の
二
の
三
） 

第
二
款 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
第
三
十
五
条
の
二
の
四
―
第
三
十
五
条

の
七
） 

第
三
款 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
相
当
の
機
能
を
有
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

電
話
用
設
備
（
第
三
十
五
条
の
八
―
第
三
十
五
条
の
十
五
） 

第
四
款 

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
第
三
十
五
条
の
十
六
―
第
三

十
五
条
の
二
十
二
） 

第
五
款 

そ
の
他
の
音
声
伝
送
用
設
備
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
六
条
の
八
） 

第
三
章 

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
端
末
設
備
（
第
三
十
七
条
） 

第
四
章 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通

信
設
備 

第
一
節 

電
気
通
信
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
八
条
）

第
二
節 

秘
密
の
保
持
（
第
四
十
九
条
） 

第
三
節 

他
の
電
気
通
信
設
備
の
損
傷
又
は
機
能
の
障
害
の
防
止
（
第
五
十
条
） 

第
四
節 

他
の
電
気
通
信
設
備
と
の
責
任
の
分
界
（
第
五
十
一
条
） 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備 

第
一
節 

電
気
通
信
回
線
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策 

第
一
款 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
等
（
第
三
条
の
二
―
第
十
六
条
） 

第
二
款 

そ
の
他
の
電
気
通
信
回
線
設
備
（
第
十
六
条
の
二
―
第
十
六
条
の
六
） 

第
二
節 

秘
密
の
保
持
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
） 

第
三
節 

他
の
電
気
通
信
設
備
の
損
傷
又
は
機
能
の
障
害
の
防
止
（
第
十
九
条
―
第

二
十
二
条
） 

第
四
節 

他
の
電
気
通
信
設
備
と
の
責
任
の
分
界
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
） 

第
五
節 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備 

第
一
款 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
五
条
の
二
の
三
） 

第
二
款 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
第
三
十
五
条
の
二
の
四
―
第
三
十
五
条

の
七
） 

第
三
款 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
相
当
の
機
能
を
有
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

電
話
用
設
備
（
第
三
十
五
条
の
八
―
第
三
十
五
条
の
十
五
） 

第
四
款 

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
第
三
十
五
条
の
十
六
―
第
三

十
五
条
の
二
十
二
） 

第
五
款 

そ
の
他
の
音
声
伝
送
用
設
備
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
六
条
の
八
） 

第
三
章 

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
端
末
設
備
（
第
三
十
七
条
） 

第
四
章 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通

信
設
備 

第
一
節 

電
気
通
信
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
八
条
） 

第
二
節 
秘
密
の
保
持
（
第
四
十
九
条
） 

第
三
節 

他
の
電
気
通
信
設
備
の
損
傷
又
は
機
能
の
障
害
の
防
止
（
第
五
十
条
） 

第
四
節 

他
の
電
気
通
信
設
備
と
の
責
任
の
分
界
（
第
五
十
一
条
） 
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第
五
節 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
（
第
五
十
二
条
・

第
五
十
三
条
） 

第
五
章 

雑
則
（
第
五
十
四
条
・
第
五
十
五
条
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
三
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に

よ
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
は
、
事
業
用
電
気
通
信
回
線

設
備
及
び
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
端
末
設
備

等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
し
て
パ
ケ
ッ
ト
交
換
網
に
接
続
す
る
も

の
で
あ
つ
て
、
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。 

七
～
九 

（
略
） 

 

第
四
章 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電

気
通
信
設
備 

 

第
五
節 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備 

 

（
接
続
品
質
） 

第
五
十
二
条 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
の
接
続
品
質
は
、
基
礎
ト
ラ
ヒ
ツ
ク
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
が
発
呼
信
号
を
受
信
し
た
後
、
選
択
信
号
を
受
信
可
能
と

な
る
ま
で
の
時
間
が
三
秒
以
上
と
な
る
確
率
が
〇
・
〇
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

二 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
が
選
択
信
号
を
受
信
し
た
後
、
着
信
側
の
端
末
設
備
等
に

着
信
す
る
ま
で
の
間
に
当
該
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
よ
り
呼
が
損
失
と
な
る
確
率

が
〇
・
一
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

三 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
が
選
択
信
号
送
出
終
了
を
検
出
し
た
後
、
発
信
側
の
端
末

第
五
節 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
第
五
十
二
条
・
第
五
十
三
条
） 

 第
五
章 

雑
則
（
第
五
十
四
条
・
第
五
十
五
条
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
三
条 

（
同
上
） 

 

２ 

（
同
上
） 

一
～
五 

（
同
上
） 

六 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
は
、
事
業
用
電
気
通
信
回
線

設
備
の
う
ち
、
端
末
設
備
等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
し
て
パ
ケ
ッ

ト
交
換
網
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も

の
を
い
う
。 

七
～
九 

（
同
上
） 

 

第
四
章 

（
同
上
） 

  

第
五
節 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備 

 

（
接
続
品
質
） 

第
五
十
二
条 

（
同
上
） 

 
一 

（
同
上
） 

 

二 

（
同
上
） 

  

三 

（
同
上
） 
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設
備
等
に
対
し
て
着
信
側
の
端
末
設
備
等
を
呼
び
出
し
中
で
あ
る
こ
と
又
は
着
信
側
の

端
末
設
備
等
が
着
信
可
能
な
状
態
で
な
い
こ
と
の
通
知
ま
で
の
時
間
が
三
〇
秒
以
下
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
回

線
設
備
を
介
す
る
通
信
を
行
う
場
合
及
び
本
邦
外
の
場
所
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
の
接
続
品
質
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
、「
選
択
信
号
」

と
あ
る
の
は
「
電
気
通
信
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
は
、
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
と
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
に

お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
を
有
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
と
電
気
通
信
番
号
規
則

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
を
接
続
し
た
事
業
用
電
気
通
信
設
備

の
接
続
品
質
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）

中
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
、
同
項
第

一
号
中
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
と
端

末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
を
有
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用

設
備
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
選
択
信
号
」
と
あ
る
の
は
「
選
択
信
号
又

は
電
気
通
信
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
準
用
） 

第
五
十
三
条 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
設
備

（
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
と
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接

続
形
式
を
有
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
事
業
用
電
気
通
信
回
線

設
備
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
緊
急
通
報
を
扱
う
基
礎
的
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通

信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信

役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準

   

                

  

（
準
用
） 

第
五
十
三
条 

（
同
上
） 

    

２ 

第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
緊
急
通
報
を
扱
う
基
礎
的
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
、「
事

業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
、
「
事

業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
を
行
う
基

礎
的
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
事
業
用
電
気
通
信

回
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
、「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４ 

第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設

備
と
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
を
有
す
る
ア
ナ
ロ
グ

電
話
用
設
備
及
び
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信

番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設

備
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
事
業
用
電
気
通
信
回
線

設
備
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

第
三
十
五
条
の
二
の
三
、
第
三
十
五
条
の
九
及
び
第
三
十
五
条
の
十
一
か
ら
第
三
十

五
条
の
十
三
ま
で
の
規
定
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
事

業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
、
第
三
十
五
条
の
十
二
の
規
定
中
「
当
該
電
気
通
信
回
線
設

備
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

第
三
十
五
条
の
六
の
規
定
は
、
緊
急
通
報
を
扱
う
基
礎
的
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
、「
事

業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

３ 

（
同
上
） 

  

４ 

第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設

備
と
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
を
有
す
る
ア
ナ
ロ
グ

電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
事
業
用
電
気

通
信
回
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
、「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 
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○
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

（
通
信
量
等
の
記
録
）  

第
十
三
条 

適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
を
算
定
す
る
た
め
、

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
及
び
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
二

号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
通
信
量
、
回
線
数
及
び
信
号
伝
送
機
能

の
利
用
回
数
（
以
下
「
通
信
量
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
別
表
第
四
に
よ
り
記
録
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

（
略
） 

（
通
信
量
等
の
記
録
）  

第
十
三
条 

適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
を
算
定
す
る
た
め
、

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
及
び
施
行
規
則
第
十
四
条
各
号
に
規
定
す
る

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
通
信
量
、
回
線
数
及
び
信
号
伝
送
機
能
の
利
用
回
数
（
以

下
「
通
信
量
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
別
表
第
四
に
よ
り
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。  

２ 

（
同
上
） 
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○
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

   
 

様
式
第
１
４

 
基

礎
的

電
気

通
信
役
務

損
益

明
細

表
 

 事
業
者
名
 

 
 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
か
ら

 
年

 
 

月
 

 
日
ま
で

 
（

単
位

 
円

）
 

役
務

の
種
類

 
営

業
収

益
 

営
業

費
用

 
営

業
利

益
 

摘
要

 
基
礎

的
電
気

通
信
役
務

 
 

 
 

 
基
礎
的
電
気

通
信
役
務

以
外

の
 

電
気

通
信
役

務
 

 
 

 

合
 

 
 
計

 
 

 
 

 
（
記
載
上
の
注
意
）

 
１

 
「

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
」

の
欄

に
は

、
自

ら
が

料
金

を
定

め
る

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

営
業

収
益

、
営

業
費
用
及
び
営
業
利
益

を
記

載
す

る
こ
と
。

 
２
～
５
 
（
略
）

 
 

様
式
第
１
４

 
基

礎
的

電
気

通
信
役
務

損
益
明
細
表

 
 事
業
者
名
 

 
 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
か
ら

 
年

 
 

月
 

 
日
ま
で

 
（
単
位
 
円
）

 
役

務
の

種
類

 
営

業
収
益

 
営
業
費
用

 
営
業
利
益

 
摘
要

 
基

礎
的

電
気

通
信
役
務

 
 

 
 

 
基

礎
的

電
気

通
信
役
務

以
外

の
 

電
気

通
信
役

務
 

 
 

 

合
 

 
 
計

 
 

 
 

 
（
記
載
上
の

注
意
）

 
１

 
「

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
」

の
欄

に
は

、
自

ら
が

料
金

を
定

め
る

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

営
業

収
益

、
営

業
費
用
及
び

営
業
利
益

を
記

載
す

る
こ
と
と

し
、
電
気

通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二

十

五
号
）
第
１

４
条
第
３

号
に

規
定

す
る
基
礎

的
電

気
通

信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
場
合
は
、
摘
要
欄
に
そ
の
旨

を

記
載
す
る
こ

と
。

 
２
～
５
 
（
略

）
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○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

（
電
気
通
信
役
務
契
約
等
状
況
報
告
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

報
告
対
象
役
務 

報
告
対
象
事
業
者 

様
式
番
号 

（
略
） 

 
 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス 
（
略
） 

様
式
第
一
及
び
様
式
第
四 

（
略
） 

 
 

Ｉ
Ｐ
電
話
（
当
該
Ｉ
Ｐ
電
話
の
提

供
の
た
め
に
電
気
通
信
番
号
規

則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十

二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
使
用

す
る
も
の
に
限
る
。
） 

（
略
） 

様
式
第
四
及
び
様
式
第
五 

（
略
） 

 
 

 

２
～
３ 

（
略
） 

 

（
電
気
通
信
役
務
契
約
等
状
況
報
告
等
） 

第
二
条 

（
同
上
） 

報
告
対
象
役
務 

報
告
対
象
事
業
者 

様
式
番
号 

（
同
上
） 

 
 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス 

（
同
上
） 

様
式
第
一 

（
同
上
） 

 
 

Ｉ
Ｐ
電
話
（
当
該
Ｉ
Ｐ
電
話
の
提

供
の
た
め
に
電
気
通
信
番
号
規

則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十

二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
使
用

す
る
も
の
に
限
る
。
） 

（
同
上
） 

様
式
第
五 

（
同
上
） 

 
 

 

２
～
３ 

（
同
上
） 
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様式第４（第２条第１項関係） 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 注１ 優先電話（電気通信事業法施行規則第５６条第１号に掲げる機関が行う重要通信を優先的に

取り扱うこととした加入電話、総合デジタル通信サービス、ＩＰ電話、携帯電話又はＰＨＳを

いう。）について記載すること。 

２ 「都道府県」の欄は、必要に応じ、適宜増減すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第４（第２条第１項関係） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１ 優先電話（電気通信事業法施行規則第５６条第１号に掲げる機関が行う重要通信を優先的に 

取り扱うこととした加入電話、携帯電話又はＰＨＳをいう。）について記載すること。 

  ２ 電気通信事業法施行規則第５６条第１号に掲げる機関の種類ごとに別葉とすること。 

３ 「都道府県」の欄は、必要に応じ、適宜増減すること。 

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電気通信役務契約等状況報告 

都道府県別優先電話契約数 

 年３月３１日現在 

サービスの種類       

機関の種類         

事業者名           

 

都 道 府 県 契 約 数 

  

  

  

合     計  

 

電気通信役務契約等状況報告 

都道府県別優先電話契約数 

 年３月３１日現在 

サービスの種類       

事業者名           

 

都 道 府 県 契 約 数 

  

  

  

合     計  
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様式第５（第２条第１項関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１ ＩＰ電話のために最終利用者に付与されている電気通信番号の数を記載すること。 

  ２ 電気通信番号の種別及び端末系伝送路設備の種別を組み合わせたものごとに記載すること。

３ 電気通信事業法施行規則第１４条第３号に規定する電気通信役務を提供している場合には、

これを再掲すること。 
４ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務契約によりサービス提供している場合は、最終

利用者に付与している電気通信番号の数を自らの利用数として含めること。 
５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第５（第２条第１項関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１ ＩＰ電話のために最終利用者に付与されている電気通信番号の数を記載すること。 

  ２ 電気通信番号の種別ごとに記載すること。 
３ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務契約によりサービス提供している場合は、最終 
利用者に付与している電気通信番号の数を自らの利用数として含めること。 

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
 

 
 
 
 
 
 
 

電気通信役務契約等状況報告 
利用数 

年 月 現在 
サービスの種類 ＩＰ電話 

事業者名      
 

利用数 
 

電気通信役務契約等状況報告 
利用数 

 年 月 現在 
サービスの種類 ＩＰ電話 

事業者名       
 

利用数 
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附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
等
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役

務
を
提
供
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
手
続
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

一 

新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
契
約
約
款
の
届
出 

二 

新
施
行
規
則
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
十
二
の
六
の
書
類
の
報
告
（
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
し
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が
提
供
す
る
他
の
役 

務
に
係
る
契
約
が
必
要
と
な
る
場
合
に
限
る
。
） 

３ 

当
分
の
間
、
新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
か
ら
同

条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
へ
の
円
滑
な
移
行
そ
の
他
の
電
気
通
信
の
健
全
な
発
達
及
び
利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
契
約
約
款
に
定
め
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
（
同
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
料
金
を
減
免

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

新
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
二
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
様
式
第
四
に
つ
い
て
は
報
告
期
限
が
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
し
、
同
規
則
様
式
第
五
に
つ 

い
て
は
報
告
期
限
が
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。 

６ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第

14
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始 

し
た
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
検
討
） 

７ 

総
務
大
臣
は
、
新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
、
そ
の
提
供
の
状
況
、
市
場
環
境
の
変
化
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
き
必
要
な
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
新
施
行
規
則
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係

る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 
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